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奈良県砂防指定地等管理条例・森林法 違反行為地（奈良市月ヶ瀬長引地内）における

現地調査結果について

このことについて、５月３０日に現地調査を実施し、その結果をとりまとめましたので

お知らせします。



奈良市月ヶ瀬長引 斜面等現況調査結果について
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○盛土が行われた箇所の斜面の安定性は向上している。（写真①）
○盛土が行われていない箇所の斜面は、一部に雨滴や雨水の流れによる表面の浸食が見られ
るが、斜面の安定性の評価としては、基本的に昨年と変わりがなく、緊急的な対策の必要
性は低い。（写真②）
○所々に湧水跡が見られる箇所や浸食されている箇所がある。（写真③）
○オーバーハングなど斜面の形状が変わるようであれば局所的な安定性が変わることがある。
○急に崩れる心配はないが、豪雨後や地震後のモニタリング調査は必要。
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【斜面の評価概要】

D測線付近緩い勾配となっている範囲については、斜面
上部が集水地形となっていることから表面水が集まりや
すく、ガリー侵食が発達が認められる。

A測線付近緩い勾配となっている範囲については、斜面
上部が集水地形となっていることから表面水が集まりや
すく、ガリー侵食が発達が認められる。

斜面上部の地形勾配は茶畑側へ傾斜している。丘陵地に
降る雨水は斜面とは逆方向へ流下し、斜面には表面水は
流れ込まない。

斜面中央部に形成されているガリー侵食の大半は侵食深
度は浅い。

§3.浄化槽改修設計
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向かって左側斜面のガーリー浸食部分が
盛土により保護されている

【調査の経緯】

○昨年同時期に、同じ専門家により斜面の調査を実施しており、１年を経過することから
改めて斜面の現況の調査を行った。
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